
仕様書

1.件名

空調、給湯、蒸気用燃料のR持入 (単価契約)

2.品名

重油

3.規格

特A重 油 」 ISl種 1号

4.納入場所

栃木県さくら市喜連川 5547番地

喜連川社会復帰促進センター

5.納入期間

2007年 7月 から2008年 9月 30日迄

6.納入条件

(1)喜 連川社会復帰促進センター内の社会復帰サポー ト喜連川株式会社が設置する給油

施設 (地下オイルタンク 30キ ロリットル×2)ヤこ重油を供給すること。

(2)地 下オイルタンクに給油された時点で契約先に納品されたものとする。

(3)重 油の搬入に際しては、喜連川社会復帰促進センターの管理上支障のないように事

前に連絡調整を行うこと。

(4)大 門の通行については、喜連川社会復帰促進センターの運営規定に基づき制約があ

る。

辺行時膚 (房|」途調整〉やタンクローリーの高さ て3m以 内)等 のF/にた 基づき、社

会復帰サポー ト喜連川株式会社の指示を遵守すること。

(5)重 油の搬入及び納入に関して不沢1の事態が生じた場合は、社会復帰サポー ト喜連川

株式会社に報告し、指示を受けること。

(6)故意文は■大な過失により、占連川社会復帰促進センター施設及び備品年に損害を

与えた場合は、納入者はその批1年を賠償すること。

(7)Ⅲ両の人館制限は4t車 迄とする。(ただし、回と社会復帰サポー ト再連川(株)との

協議により14キ ロロー lリーでの納入が可能になった場合は、入札価格②を基準と

して社会復帰サポー ト喜連川 (株)と 供給事業者とで協議の L、lEli格を決定するこ

ととする。)

(8)再生重油は不可とする。

7.支払い

重油の納入量は、毎月末、地下オイルタンクヘの給油量に基づき算定し、社会復帰

サポート喜連川株式会社の確認を受けたものについて、支払請求を行うものとする。
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(1)本仕様書に定めのない事項及び質疑等のある場合は、社会復帰サポート喜連川株式

会社と納入者双方の協議の上、決定するものとする。


